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は
じ
め
に

0
宝
亀
年
間
に
お
け
る
対
外
関
係
と
国
土
意
識

②
延
暦
年
間
に
お
け
る
国
土
意
識
の
形
成

③
延
暦
年
間
に
お
け
る
都
城
の
空
間
認
識

お
わ
り
に

【論
文
要
旨
］

　
本
稿
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
を
律
令
国
家
の
転
換
期
で
あ
る
と
す
る
本
共
同
研
究
の
立

場
か
ら
、
光
仁
・
桓
武
朝
期
に
お
け
る
国
土
意
識
の
転
換
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ

こ
で
い
う
「
国
土
意
識
」
と
は
、
国
土
の
境
界
意
識
、
空
間
認
識
、
山
野
支
配
や
田
地
支
配
の
理

念
、
王
土
思
想
と
い
っ
た
、
国
土
に
か
か
わ
る
意
識
全
般
を
意
味
す
る
。
む
ろ
ん
、
国
土
意
識
は
、

特
定
の
時
期
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
古
代
日
本
に
お
け
る
国
土
意
識
の
変
化
の
画

期
を
考
え
る
上
で
、
光
仁
・
桓
武
朝
期
を
検
討
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。

　
九

世
紀
に

お

け
る
国
土
意
識
の
変
容
を
考
え
る
素
材
の
一
つ
に
、
日
本
海
側
の
諸
国
を
中
心
に
広

く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
四
天
王
法
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
宝
亀

五
年
（
七
七
四
）
に
、
新
羅
調
伏
を
目
的
と
し
て
大
宰
府
に
建
立
さ
れ
た
四
天
王
寺
で
あ
っ
た
。
宝

亀
年
間
は
、
新
羅
か
ら
の
来
着
者
の
う
ち
、
「
帰
化
」
で
な
い
「
流
来
」
の
者
を
送
還
す
る
と
い
う
強

硬

な
措
置
を
と
っ
た
り
、
山
陰
道
・
北
陸
道
な
ど
の
B
本
海
側
諸
国
に
警
護
を
命
じ
た
り
す
る
な
ど
、

新
羅
と
の
関
係
が
緊
張
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
現
実
的
な
緊
張
関
係
に
加
え
て
、
疫
病
が

国
土
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が
こ
の
時
期
芽
生
え
は
じ
め
た
こ
と
が
、
四
天
王
寺
建

立

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
続
く
延
暦
年
間
は
、
桓
武
天
皇
に
よ
る
王
土
思
想
の
高
ま
り
の
影
響
を
受
け
て
、
山
野
支
配
に
大

き
な
画
期
を
み
せ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
東
北
の
辺
境
地
域
に
お
い
て
も
国
土
観
念
が

強
ま
り
、
現
実
の
蝦
夷
と
の
交
易
や
辺
境
の
田
地
開
発
に
対
し
て
、
律
令
国
家
が
本
格
的
な
介
入
に

乗
り
出
す
の
で
あ
る
。
辺
境
ば
か
り
で
な
く
、
都
城
に
お
い
て
も
、
銭
貨
流
通
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

都
城
を
「
閉
じ
ら
れ
た
空
間
」
と
す
る
認
識
が
生
ま
れ
は
じ
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
光
仁
・
桓
武
朝

は
、
九
世
紀
以
降
に
広
が
る
国
土
意
識
の
萌
芽
の
時
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

　
本
稿

は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
を
律
令
国
家
の
転
換
期
で
あ
る
と
す
る
本

共
同
研
究
の
立
場
か
ら
、
光
仁
・
桓
武
朝
期
に
お
け
る
国
土
意
識
の
転
換
に
つ
い
て

論
ず

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
こ
で
い
う
「
国
土
意
識
」
と
は
、
国
土
の
境
界
意

識
、
空
間
認
識
、
山
野
支
配
や
田
地
支
配
の
理
念
、
王
土
思
想
と
い
っ
た
、
国
土
に

か
か

わ
る
意
識
全
般
を
意
味
す
る
。
む
ろ
ん
、
国
土
意
識
は
、
特
定
の
時
期
に
の
み

あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
古
代
日
本
に
お
け
る
国
土
意
識
の
変
化
の
画
期
を

考
え
る
上
で
、
光
仁
・
桓
武
朝
期
を
検
討
す
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。

以
下

で

は
、
筆
者
の
関
心
に
も
と
づ
き
、
宝
亀
年
間
・
延
暦
年
間
に
あ
ら
わ
れ
る
記

事
を
中
心
に
こ
の
時
期
の
国
土
意
識
の
萌
芽
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

0
宝
亀
年
間
に
お
け
る
対
外
関
係
と
国
土
意
識

　
筆
者
は
か
つ
て
、
九
世
紀
以
降
に
日
本
海
側
諸
国
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
四
天
王
法
」

に
注
目
し
、
九
世
紀
以
降
、
日
本
海
側
の
辺
要
国
を
中
心
に
国
土
の
境
界
意
識
が
醸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

成
さ
れ
、
そ
れ
が
中
世
的
な
王
土
思
想
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

四
天
王
は
、
国
土
守
護
の
た
め
の
神
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

が
律
令
国
家
に
よ
り
新
羅
調
伏
の
た
め
の
守
護
神
と
し
て
具
体
的
に
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
に
、
大
宰
府
に
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
。

【史
料
一
】
『
扶
桑
略
記
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
是
歳
条

　
　
太
宰
府
起
二
四
王
院
一
。

【史
料
二
】
『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
五
年
三
月
三
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
レ
奉
レ
造
二
四
天
王
寺
捻
像
四
躯
一
事
〈
各
高
六
尺
〉

　
　
右
被
－
内
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
宣
一
侮
、
奉
レ
勅
、
如
レ
聞
新
羅
兇
醜
不
レ
顧
一
恩

　
　
義
一
、
早
懐
二
毒
心
常
為
二
叩
几
咀
一
、
仏
神
難
レ
証
慮
或
報
応
。
宜
レ
令
F
大
宰
府
直

　
　
新
羅
国
’
高
顕
浄
地
奉
レ
造
二
件
像
一
嬢
刺
却
其
災
上
。
伍
請
浄
行
僧
四
口
、
各
当

　
　
像
前
一
、
一
事
以
上
依
二
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
’
、
日
読
・
経
王
’
、
夜
請
神

　
　
兄
一
。
但
春
秋
二
時
別
二
一
七
日
・
、
弥
益
精
進
依
レ
法
修
行
。
伍
監
已
上
一
人
専
」

　
　
当
其
事
一
。
其
僧
別
法
服
、
麻
袈
裟
蔭
脊
各
一
領
、
麻
裳
施
綿
袴
各
一
腰
、
施
綿

　
　
襖
子
杉
各
一
領
、
機
菲
各
一
両
、
布
施
絶
一
疋
、
綿
三
屯
、
布
二
端
、
供
養
布

　
　
施
並
用
庫
物
及
正
税
一
。
自
今
以
後
永
為
・
恒
例
一
。

　
　
　
　
宝
亀
五
年
三
月
三
日

　
【
史
料
二
】
に
は
、
大
野
城
に
四
王
院
が
設
置
さ
れ
た
目
的
や
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る

「
四

天
王
法
」
の
具
体
的
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
四
王
院
は
新

羅
と
の
敵
対
的
関
係
を
背
景
に
、
国
家
鎮
護
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
行

わ
れ
る
四
天
王
法
に
つ
い
て
は
、
僧
四
人
が
、
四
天
王
の
各
像
の
前
で
最
勝
王
経
四

天
王
護
国
品
に
よ
っ
て
、
昼
は
経
巻
を
読
み
、
夜
は
神
究
を
諦
す
こ
と
、
春
秋
の
四

天
王
修
法
を
行
う
べ
き
こ
と
、
供
養
の
布
施
は
大
宰
府
の
庫
物
な
ら
び
に
正
税
を
用

い

る
こ
と
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
九

世
紀
以
降
、
新
羅
と
の
対
外
的
緊
張
を
背
景
に
、
日
本
海
側
の
諸
国
で
四
天
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
宝
亀
五
年
の
大

宰
府
四
天
王
寺
の
建
立
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
時
期
に
四
天
王
寺
が
大
宰
府
に
建

立

さ
れ
た
背
景
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
、
新
羅
使
が
大
宰
府
に
来
着
し
た
が
、
「
貢

調
」
を
「
国
信
」
と
称
し
た
こ
と
が
無
礼
と
さ
れ
、
大
宰
府
か
ら
放
還
さ
れ
る
、
と

い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。

【史
料
三
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
三
月
癸
卯
（
四
日
）
条

　
　
是

日
、
新
羅
国
使
礼
府
卿
沙
喰
金
三
玄
已
下
二
百
舟
五
人
、
到
コ
泊
大
宰
府
一
。

　
　
遣
二
河
内
守
従
五
位
上
紀
朝
臣
広
純
・
大
外
記
外
従
五
位
下
内
蔵
忌
寸
全
成
等
一
、

　
　
問
二
其
来
朝
之
由
一
。
三
玄
言
日
、
「
奉
二
本
国
王
教
一
、
請
下
修
・
旧
好
一
毎
相
聰
問
ヒ
。
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井
将
二
国
信
物
及
在
唐
大
使
藤
原
河
清
書
一
来
朝
。
」
問
日
、
「
夫
請
下
修
二
旧
好
一
毎

　
　
相
聰
問
上
、
乃
似
二
充
礼
之
隣
一
。
非
二
是
供
職
之
国
一
。
且
改
三
貝
調
一
称
為
二
国
信
一
。

　
　
変
レ
古
改
レ
常
。
其
義
如
何
。
」
対
日
、
「
本
国
上
宰
金
順
貞
之
時
、
舟
揖
相
尋
、

　
　
常
脩
二
職
貢
一
。
今
其
孫
菖
、
継
レ
位
執
レ
政
、
追
コ
尋
家
声
一
、
係
二
心
供
奉
一
。
是

　
　
以
、
請
下
修
二
旧
好
一
毎
相
聰
問
上
。
又
三
玄
本
非
二
貢
調
之
使
一
。
本
国
便
因
二
使
次
一
、

　
　
柳
進
二
土
毛
一
。
故
不
レ
称
二
御
調
一
。
敢
陳
二
使
宜
一
。
自
外
不
レ
知
。
」
於
レ
是
、
勅
下

　
　
問
・
新
羅
入
朝
由
一
使
等
上
日
、
「
新
羅
元
来
称
レ
臣
貢
調
。
古
今
所
レ
知
。
而
不
レ
率
二

　
　
旧
章
一
、
妄
作
二
新
意
一
、
調
称
二
信
物
一
、
朝
為
二
修
好
一
。
以
レ
昔
准
レ
今
、
殊
無
二

　
　
礼
数

。

宜
下
給
二
渡
海
料
一
、
早
速
放
還
上
。
」

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
新
羅
か
ら
沙
喰
金
三
玄
以
下
二
三
五
人
が
大
宰
府
に
来
着
し
、

在
唐
の
遣
唐
使
・
藤
原
河
清
の
書
を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
の
と
き
携
え
て
き
た
贈
物

を
「
貢
調
」
（
服
属
国
か
ら
の
貢
献
物
）
で
は
な
く
「
国
信
」
（
対
等
な
国
家
間
で
の

贈
物
）
と
表
現
し
た
た
め
に
、
無
礼
で
あ
る
と
し
て
大
宰
府
か
ら
放
還
し
た
と
い
う
。

新
羅
使

に
対
す
る
「
放
還
」
の
措
置
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
出
さ
れ
て
い
る
が

（
『続

日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
二
月
癸
未
条
、
同
八
年
七
月
甲
寅
条
、
神
護
景
雲
三

年
十
一
月
丙
子
条
、
宝
亀
元
年
三
月
丁
卯
条
）
、
四
天
王
寺
建
立
の
官
符
が
、
新
羅
使

が
大
宰
府
に
来
着
す
る
前
日
に
出
さ
れ
て
い
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
年
の
五
月
に
は
、
次
の
よ
う
な
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

【史
料
四
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
五
月
乙
卯
（
五
日
）
条

　
　
勅
二
大
宰
府
一
日
、
比
年
、
新
羅
蕃
人
、
頻
有
二
来
著
一
。
尋
二
其
縁
由
一
、
多
非
二
投

　
　
化
一
。
忽
被
二
風
漂
一
、
無
レ
由
二
引
還
一
、
留
為
二
我
民
一
。
謂
二
本
主
何
一
。
自
今
以

　
　
後
、
如
レ
此
之
色
、
宜
三
皆
放
還
、
以
示
二
弘
恕
一
。
如
有
二
船
破
及
絶
レ
糧
者
一
、
所

　
　
司
量
レ
事
、
令
レ
得
二
帰
計
一
。

【史
料
五
】
『
類
聚
三
代
格
」
宝
亀
五
年
五
月
十
七
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
三
大
宰
府
放
二
還
流
来
新
羅
人
一
事

　
　
右
被
二
内
大
臣
宣
一
侮
、
奉
レ
勅
、
如
レ
聞
、
新
羅
国
人
時
有
二
来
着
一
、
或
是
帰
化
、

　
　
或
是
流
来
。
凡
此
流
来
非
二
其
本
意
一
、
宜
三
毎
レ
到
放
還
、
以
彰
二
弘
恕
一
。
若
駕

　
　
船
破
損
、
亦
無
二
資
根
一
者
、
量
加
二
修
理
一
給
レ
根
発
遣
。
但
帰
化
来
者
、
依
レ
例

　
　
申
上
。
自
今
以
後
、
立
為
二
恒
例
一
。

　
　
　
　
宝
亀
五
年
五
月
十
七
日

　

こ
の
と
き
、
新
羅
か
ら
の
来
着
者
に
対
し
て
、
「
流
来
」
「
帰
化
」
の
処
置
を
明
確

に
区
別
し
、
そ
の
う
え
で
「
流
来
」
者
に
つ
い
て
は
送
還
を
義
務
づ
け
た
こ
と
が
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

さ
れ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
羅
人
に
対
す
る
強
硬
な
態
度
と
評
価
さ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
新
羅
を
「
蕃
国
」
と
位
置
づ
け
る
意
識
が
一
層
強
ま
り
、
そ
の
こ

と
は
、
【
史
料
四
】
に
み
え
る
「
新
羅
蕃
人
」
と
い
う
表
現
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
宝
亀
十
一
年
に
は
、
縁
海
諸
国
に
警
護
を
命
じ
る
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ

し
て
そ
の
直
後
に
は
、
山
陰
道
や
瀬
戸
内
の
縁
海
諸
国
に
加
え
、
北
陸
道
の
縁
海

国
に
も
、
筑
紫
大
宰
に
准
じ
た
警
護
を
命
じ
て
い
る
。

【史
料
六
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
丁
丑
（
十
五
日
）
条

　
　
勅
、
安
不
レ
忘
レ
危
、
古
今
通
典
。
宜
下
仰
二
縁
海
諸
国
一
、
勒
令
中
警
固
上
。
其
因
幡
・

　
　
伯
書
・
出
雲
・
石
見
・
安
芸
・
周
防
・
長
門
等
国
、
一
依
二
天
平
四
年
節
度
使
従

　
　
三
位
多
治
比
真
人
県
守
等
時
式
一
、
勒
以
警
固
焉
。
又
大
宰
、
宜
レ
依
二
同
年
節
度

　
　
使
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
時
式
一
。

【史
料
七
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
戊
子
（
廿
六
日
）
条

　
　
勅
日
、
筑
紫
大
宰
僻
コ
居
西
海
一
、
諸
蕃
朝
貢
、
舟
揖
相
望
。
由
レ
是
、
簡
⊃
練
士

　
　
馬
一
、
精
コ
鋭
甲
兵
一
、
以
示
二
威
武
一
、
以
備
二
非
常
一
。
今
北
陸
之
道
、
亦
供
二
蕃

　
　
客
一
、
所
レ
有
軍
兵
、
未
二
曾
教
習
一
、
属
レ
事
徴
発
、
全
無
レ
堪
レ
用
。
安
必
思
レ
后
、

　
　
豊
合
レ
如
レ
此
。
宜
下
准
二
大
宰
一
依
レ
式
警
虞
上
。
事
須
下
縁
海
村
邑
見
二
賊
来
過
一
者
、

　
　
当
即
差
レ
使
、
速
申
中
於
国
上
。
国
知
二
賊
船
一
者
、
長
官
以
下
急
向
二
国
衙
一
、
応
レ

　
　
事
集
議
、
令
二
管
内
警
虞
「
、
且
行
且
奏
。
〈
其
一
。
〉
賊
船
卒
来
着
二
我
辺
岸
一
者
、

　
　
当
界
百
姓
、
執
二
随
身
兵
一
、
井
齎
二
私
糧
一
走
⇒
赴
要
処
一
、
致
レ
死
相
戦
、
必
待
二

　
　
救
兵
一
。
勿
下
作
二
逗
留
一
令
中
賊
乗
占
間
。
〈
其
二
。
〉
軍
所
レ
集
処
、
預
立
二
標
榜
一
。
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看
コ
量
地
勢
’
、
務
得
二
便
宜
一
。
兵
士
已
上
及
百
姓
便
二
弓
馬
一
者
、
量
・
程
遠
近
一
、

　
　
結
レ
隊
分
配
。
不
レ
得
二
臨
レ
事
彼
此
雑
乱
一
。
〈
其
三
。
〉
戦
士
已
上
明
知
二
賊
来
・
者
、

　
　
執
随
身
丘
二
、
兼
侃
二
計
岱
一
、
発
二
所
在
処
一
、
直
赴
二
本
軍
・
、
各
作
軍
名
一
、

　
　
排
コ
比
隊
伍
・
、
以
レ
静
待
レ
動
、
乗
レ
逸
撃
レ
労
。
〈
其
四
。
〉
応
レ
機
赴
レ
軍
、
国
司

　
　
已
上
皆
乗
二
私
馬
一
。
若
不
レ
足
者
、
即
以
二
駅
伝
馬
一
充
之
。
〈
其
五
。
〉
兵
士
・
白

　
　
丁
赴
レ
軍
、
及
待
二
進
止
一
、
応
レ
給
二
公
糧
一
者
、
計
レ
日
起
レ
家
五
日
乃
給
。
其
閑

　
　
処
者
給
レ
米
、
要
処
者
給
レ
精
。
〈
其
六
。
〉

　
こ
の
よ
う
に
、
宝
亀
年
間
は
新
羅
に
漂
着
す
る
人
々
に
対
す
る
警
戒
が
強
ま
っ
て

い

た
時
期
で
あ
っ
た
。
で
は
こ
う
し
た
警
戒
が
強
ま
っ
た
背
景
は
何
な
の
か
。
田
中

史
生
氏
は
、
こ
の
頃
か
ら
、
国
家
的
管
理
と
は
別
に
、
半
島
と
日
本
を
往
来
す
る
「
商

買
之
輩
」
に
よ
っ
て
、
広
い
階
層
を
含
み
込
む
広
範
な
流
通
圏
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
こ
う
し
た
新
羅
の
交
易
者
の
活
動
が
深
刻
化
し
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を

　
　
　
（
4
）

指
摘
す
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
状
況
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
四
天

王
寺
建
立
と
の
関
係
で
考
え
る
場
合
、
ま
た
別
の
見
方
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。　

大
宰
府
四
天
王
寺
に
関
す
る
そ
の
後
の
記
事
を
み
て
み
よ
う
。

【史
料
八
】
『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
〇
　
延
暦
二
〇
年
（
八
〇
一
）
正
月
癸
丑
条

　
　
停
三
大
宰
府
大
野
山
寺
行
二
四
天
王
法
一
。
其
四
天
王
像
及
堂
舎
法
物
等
並
遷
二
便

　
　
近
寺
’
。

【史
料
九
】
『
類
聚
国
史
』
巻
一
八
〇
　
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
十
二
月
甲
寅
朔
条

　
　
大
宰
府
言
、
於
二
大
野
城
鼓
峰
・
、
興
ゴ
建
堂
宇
一
、
安
ゴ
置
四
天
王
像
一
、
令
二
僧
四

　
　
人
如
法
修
行
一
。
而
依
二
制
旨
・
、
既
従
・
停
止
一
、
其
像
井
法
物
等
、
並
遷
コ
置
筑

　
　
前
国
金
光
明
寺
一
畢
、
其
堂
舎
等
今
猶
存
焉
。
而
遷
像
以
来
、
疫
病
尤
甚
。
伏
請
、

　
　
奉
レ
遷
本
処
一
者
。
許
レ
之
。
但
停
二
請
レ
僧
修
行
一
。

　
　
（
巻
一
七
八
修
法
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
）

　
【
史
料
八
】
【
史
料
九
】
に
よ
る
と
、
大
野
城
の
鼓
峰
に
堂
を
建
て
て
四
天
王
像
を

安
置
し
た
が
、
こ
れ
を
筑
前
国
分
寺
に
移
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
疫
病
が
甚
だ
し

く
な
っ
た
の
で
、
も
と
の
場
所
に
戻
し
た
と
い
う
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
天
王
寺
に
お
け
る
法
会
が
、
疫
病
と
の
関
わ
り
で

重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
様
の
趣
旨
の
記
事
は
、
九
世
紀
半
ば
ご
ろ

に
も
み
ら
れ
る
。

【史
料
一
〇
】
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
二
月
十
四
日
条

　
　
神
祇
官
奏
言
、
肥
後
国
阿
蕪
大
神
懐
寸
蔵
怒
気
一
。
由
レ
是
、
可
ト
発
疫
痛
一
憂
中
隣

　
　
境
兵
卜
。
勅
、
国
司
潔
齋
、
至
誠
奉
幣
、
井
転
」
読
金
剛
般
若
経
千
巻
・
般
若
心

　
　
経
万
巻
・
。
大
宰
府
司
於
二
城
山
四
王
院
一
、
転
コ
読
金
剛
般
若
経
三
千
巻
・
般
若

　
　
心
経
三
万
巻
一
、
以
奉
レ
謝
神
心
一
消
コ
伏
兵
疫
・
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
阿
蘇
大
神
の
怒
気
に
よ
る
疫
病
、
あ
る
い
は
隣
国
の
兵
の
脅
威

を
消
伏
す
る
た
め
、
城
山
（
大
野
城
）
四
王
院
に
お
い
て
金
剛
般
若
経
、
般
若
心
経

の
転
読
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　
そ
も
そ
も
四
天
王
寺
建
立
の
目
的
は
、
【
史
料
二
】
に
あ
る
よ
う
に
「
如
聞
新
羅
兇

醜
不
顧
恩
義
、
早
懐
毒
心
常
為
究
咀
」
「
撰
却
其
災
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ

に
み
え
る
「
懐
毒
心
常
為
兄
咀
」
「
撰
却
其
災
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
新
羅
人
か
ら

も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
疫
病
を
指
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
宝
亀
五
年
は
ま
た
、
疫
病
に
悩
ま
さ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

【史
料
＝
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
二
月
壬
申
（
三
日
）
条

　
　
一
七
日
読
・
経
於
天
下
諸
国
一
。
嬢
二
疫
気
・
也
。

【史
料
一
二
】
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
四
月
己
卯
（
一
一
日
）
条

　
　
勅
日
、
如
レ
聞
、
天
下
諸
国
、
疾
疫
者
衆
。
難
レ
加
－
医
療
一
、
猶
未
二
平
復
一
。
朕
、

　
　
君
」
臨
宇
宙
一
、
子
コ
育
黎
元
一
。
興
言
念
レ
此
。
癌
療
為
レ
労
。
其
摩
詞
般
若
波
羅

　
　
蜜
者
、
諸
仏
之
母
也
。
天
子
念
レ
之
、
則
兵
革
災
害
、
不
レ
入
二
国
中
・
。
庶
人
念
レ

　
　
之
、
則
疾
疫
痛
鬼
不
レ
入
二
家
内
一
。
思
刊
欲
懸
二
此
慈
悲
一
、
救
中
彼
短
折
上
。
宜
F
告
二

　
　

天
下
諸
国
、
不
レ
論
勇
女
老
少
一
、
起
坐
行
歩
、
成
令
占
念
」
諦
摩
詞
般
若
波
羅

　
　
蜜
一
。
其
文
武
百
官
向
レ
朝
赴
レ
曹
道
次
之
上
、
及
公
務
之
余
、
常
必
念
諦
。
庶
使
下

　
　
陰
陽
叶
レ
序
、
寒
温
調
レ
気
、
国
無
・
疾
疫
之
災
・
、
人
遂
中
天
年
之
寿
ヒ
。
普
告
二
退
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迩
一
、
知
・
朕
意
一
焉
。

　
【
史
料
一
二
】
に
よ
れ
ば
、
天
下
諸
国
で
疾
疫
除
災
の
た
め
に
摩
詞
般
若
波
羅
密
多

経

を
念
請
せ
よ
と
す
る
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
か
ら
新
羅
と
の
関
係
は

全
く
う
か
が
え
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
大
宰
府
で
四
天
王
寺
が
建
立
さ
れ
た
こ
と

は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
九
世
紀
以
降
、
日
本
国
の
四
至
が
定
式
化
さ
れ
、
閉
じ
た
空
間
と
し
て
の
国
土
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

が
成
立
し
た
こ
と
が
、
村
井
章
介
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

貞
観
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
『
儀
式
』
巻
一
〇
の
追
灘
祭
文
の
中
に
「
稜
く
悪
き
疫
鬼

の

所
所
村
村
に
蔵
り
隠
ふ
る
を
ば
、
千
里
之
外
、
四
方
之
堺
、
東
方
陸
奥
、
西
方
遠

値
嘉
、
南
方
土
佐
、
北
方
佐
渡
よ
り
を
ち
の
所
を
、
な
む
た
ち
疫
鬼
之
住
か
と
定
賜

ひ

行
賜
ひ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
国
の
四
至
の
外
側
に
は
、
「
疫
鬼
」
の
住
む
ケ

ガ

レ
た
世
界
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
疾
疫
が
国
土
の
境
界
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
念
が
明
確

に

意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
九
世
紀
以
降
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え

る
と
、
宝
亀
年
間
に
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、

こ
の
時
期
、
国
家
が
新
羅
の
「
商
買
之
輩
」
に
よ
る
広
範
な
交
易
へ
の
危
機
感
も
つ

の

ら
せ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
対
新
羅
と
の
現
実
的
な
問
題
を
背
景
に

し
て
、
観
念
的
な
対
外
観
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る

だ

ろ
う
。
宝
亀
五
年
の
大
宰
府
四
天
王
寺
建
立
は
、
の
ち
の
九
世
紀
以
降
の
対
外
意

識

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
点
で
、
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

ち
な
み
に
、
辺
境
の
四
天
王
寺
と
し
て
は
出
羽
国
の
秋
田
城
に
も
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
『
類
聚
国
史
』
巻
一
七
一
　
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
正
月

癸
卯
条
）
、
そ
の
建
立
年
代
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
宝
亀
十
一
年
に
、

蝦
夷
と
の
間
で
い
わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
が
勃
発
し
て
お
り
、
東
北
政
策
に
お

い
て

も
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
宝
亀
年
間
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
件
が
北

の

国
境
意
識
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
秋
田
城
の
四
天
王

寺
も
大
宰
府
四
天
王
寺
建
立
後
、
ほ
ど
な
く
し
て
建
立
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
十

分
可
能
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
宝
亀
年
間
は
、
新
羅
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
蝦
夷

と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
九
世
紀
以
降
の
対
外
意
識
や
境
界
意
識
の
変
化
に
影
響
を

与
え
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

②
延
暦
年
間
に
お
け
る
国
土
意
識
の
形
成

　
光

仁
朝
に
続
く
桓
武
朝
は
、
律
令
国
家
の
山
野
支
配
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
期
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
っ
た
こ
と
が
、
三
谷
芳
幸
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
三
谷
氏
の
論
考
は
、

律
令
国
家
の
山
野
支
配
の
特
質
を
天
武
・
持
統
朝
期
か
ら
桓
武
朝
期
に
至
る
ま
で
見

通

し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
桓
武
朝
の
山
野
支
配
の
特
質
と
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
王

土
思
想
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
以
下
、
山
野
支
配
と
い
う
視
点
か
ら
、
三

谷
氏
の
論
考
を
ふ
ま
え
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
天
武
・
持
統
朝
期
は
、
中
国
的
な
王
土
思
想
を
取
り
入
れ
る
試
み
が
な
さ
れ
る
が
、

き
わ
め
て
未
成
熟
な
段
階
で
あ
っ
た
。
国
境
確
定
、
山
川
藪
沢
の
禁
、
時
禁
（
山
野

利
用
の
季
節
的
制
限
）
な
ど
が
、
理
念
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
段

階
で
あ
っ
た
。

　
八
世
紀
を
経
て
、
桓
武
朝
期
に
な
る
と
、
土
地
開
発
な
ど
の
活
発
化
に
よ
る
国
土

意
識
の
成
熟
に
よ
り
、
中
国
的
な
王
土
思
想
の
実
践
が
可
能
に
な
っ
た
と
三
谷
氏
は

指
摘
す
る
。

　
結
論
と
し
て
三
谷
氏
は
、
か
つ
て
河
音
能
平
氏
や
村
井
章
介
氏
が
論
じ
た
「
ア
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ジ
ッ
ヒ
な
王
土
思
想
」
か
ら
「
フ
ユ
ア
ジ
ッ
ヒ
な
王
土
思
想
」
の
最
初
の
転
換
点
が
、

桓
武
朝
に
あ
る
と
指
摘
し
、
中
世
的
な
王
土
思
想
の
端
緒
を
桓
武
朝
に
求
め
た
の
で

あ
る
。

　
基
本
的
な
論
点
と
関
係
史
料
は
三
谷
氏
の
論
考
に
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
つ

け
加
え
る
も
の
は
何
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
山
野
支
配
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
境

界
意
識
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
時
期
の
特
徴
を
と
ら
え
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
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（
8
仁

、

つ　

こ
の
時
期
の
辺
境
社
会
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
次
の
史
料
に
注
目
し

た
い
。

【史
料
二
二
】
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
六
（
七
八
七
）
年
正
月
二
十
一
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
ト
陸
奥
按
察
使
禁
刺
断
王
臣
・
百
姓
与
夷
俘
一
交
関
上
事

　
　
右
被
・
右
大
臣
宣
一
侮
、
奉
レ
勅
、
如
レ
聞
、
王
臣
及
国
司
等
、
争
買
二
秋
馬
及
俘
奴

　
　
脾
．
。
所
以
、
犬
羊
之
徒
、
荷
貧
利
潤
’
、
略
レ
良
窃
レ
馬
、
相
賊
日
深
。
加
以
、

　
　
無
知
百
姓
、
不
レ
畏
憲
章
・
。
売
一
此
国
家
之
貨
、
買
’
彼
夷
俘
之
物
。
綿
既
着

　
　
賊
襖
冑
、
鉄
亦
造
敵
農
器
一
。
於
レ
理
商
量
、
為
レ
害
極
深
。
自
今
以
後
、
宜

　
　
厳
禁
断
・
。
如
有
ド
王
臣
及
国
司
、
違
犯
此
制
・
者
ヒ
、
物
即
没
レ
官
、
伍
注
レ
名
申

　
　
上
。
其
百
姓
者
、
一
依
二
故
按
察
使
従
三
位
大
野
朝
臣
東
人
制
法
一
、
随
レ
事
推
決
。

　
　
　
　
延
暦
六
年
正
月
廿
一
日

【史
料
一
四
】
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
十
一
（
八
〇
二
）
年
六
月
二
十
四
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
禁
ヨ
断
私
交
」
易
秋
土
物
・
事

　
　
右
被
・
右
大
臣
宣
一
侮
、
渡
嶋
秋
等
来
朝
之
日
、
所
レ
貢
方
物
、
例
以
雑
皮
一
。
而

　
　
王
臣
諸
家
競
買
一
好
皮
、
所
レ
残
悪
物
以
擬
レ
進
レ
官
。
伍
先
下
レ
符
禁
制
已
久
。

　
　
而
出
羽
国
司
寛
縦
曾
不
二
遵
奉
’
。
為
レ
吏
之
道
登
合
レ
如
レ
此
。
自
今
以
後
、
厳
加
一
・

　
　
禁
断
’
。
如
違
・
庇
制
．
、
必
処
’
重
科
’
。
事
縁
二
勅
語
、
不
レ
得
二
重
犯
・
。

　
　
　
　
延
暦
廿
一
年
六
月
廿
四
日

　
【
史
料
一
三
】
で
は
、
中
央
の
王
臣
家
や
国
司
が
、
競
っ
て
「
狭
馬
」
や
「
俘
奴
碑
」

を
買
い
求
め
る
こ
と
を
禁
じ
、
【
史
料
一
四
】
で
は
王
臣
家
が
渡
嶋
の
蝦
夷
が
も
た
ら

し
た
「
雑
皮
」
を
買
い
求
め
る
こ
と
を
禁
じ
た
有
名
な
官
符
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

中
央
の
王
臣
家
と
東
北
地
方
と
の
交
易
が
活
発
化
し
て
い
た
実
態
が
う
か
が
え
る

が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
【
史
料
一
二
に
は
「
売
此
国
家
之
貨
、
買
彼
夷
俘

之

物
。
綿
既
着
賊
襖
、
冑
鉄
亦
造
敵
農
器
」
と
あ
り
、
「
綿
」
や
「
鉄
」
が
国
土
の
外

に
出
る
こ
と
を
、
国
家
が
警
戒
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
王
臣
家
の
辺
境
へ
の
進
出
と

交
易
の
活
発
化
へ
の
警
戒
は
、
こ
の
時
期
の
律
令
国
家
の
国
土
に
対
す
る
意
識
の
形

成
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
こ
の
時
期
、
東
北
地
方
で
は
田
地
の
開
発
が
進
ん
で
い
る
。

【史
料
一
五
】
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
年
十
月
二
十
五
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
応
レ
禁
レ
占
」
開
出
羽
国
郡
内
田
地
一
事

　
　
右
被
右
大
臣
宣
侮
、
奉
レ
勅
、
如
レ
聞
、
家
々
人
々
好
占
下
出
羽
国
須
－
開
発
地
－
、

　
　

百
姓
失
往
業
而
在
。
宜
早
下
知
令
’
厳
禁
断
。

　
　
　
　
延
暦
廿
二
年
十
月
廿
五
日

　

出
羽
国
内
で
、
有
力
者
（
官
人
や
豪
族
層
）
に
よ
る
田
地
の
開
発
が
進
み
、
百
姓

の
生

業
を
妨
げ
た
た
め
、
政
府
は
こ
れ
を
禁
断
し
た
が
、
田
地
開
発
は
そ
の
後
も
進

ん
だ
。

【史
料
一
⊥
ハ
】
『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
正
月
二
十
九
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
不
レ
可
レ
収
・
百
姓
墾
田
事
〈
陸
奥
・
出
羽
〉

　
　
右
大
納
言
正
三
位
兼
行
皇
太
弟
傅
民
部
卿
勲
五
等
藤
原
朝
臣
園
人
奏
状
侮
、
陸

　
　
奥
・
出
羽
両
国
為
レ
体
、
北
方
蕃
屏
勢
居
・
辺
要
一
、
人
物
是
須
。
今
聞
、
百
姓
之

　
　
間
土
人
浪
人
随
レ
便
墾
レ
田
。
国
司
巡
検
皆
悉
収
公
、
黎
庶
傲
々
向
レ
隅
且
多
。
愚

　
　

臣
商
量
、
天
地
之
利
不
レ
如
入
和
一
。
百
姓
離
レ
心
何
守
’
辺
隅
・
。
望
請
、
件
国

　
　
開
レ
田
者
、
難
レ
無
二
公
験
特
蒙
二
聴
許
一
。
又
依
－
天
平
十
五
年
五
月
廿
七
日
格
、

　
　
任
為
私
財
・
永
年
莫
レ
取
。
庶
令
下
餌
下
集
レ
魚
、
賞
寸
上
進
士
・
、
安
レ
辺
禦
レ
侮
、

　
　
見
レ
利
留
占
跡
者
。
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
奏
。

　
　
　
　

弘
仁
二
年
正
月
廿
九
日

　
【
史
料
一
六
】
で
は
、
陸
奥
・
出
羽
の
百
姓
墾
田
の
収
公
を
禁
ず
る
官
符
が
出
さ
れ

て

い

る
。
そ
の
理
由
は
、
国
司
が
「
公
験
」
の
な
い
墾
田
を
収
公
し
た
た
め
に
、
百

姓
の
離
心
が
起
こ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
の
墾
田
永
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年
私
財
法
に
よ
れ
ば
、
開
墾
予
定
者
は
国
司
に
申
請
し
て
予
定
地
を
占
定
し
、
公
験

を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
国
司
は
そ
の
意
味
で
法
に
忠
実
に
施
行
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
が
、
陸
奥
・
出
羽
で
は
公
験
の
無
い
墾
田
地
が
広
範
に
存
在
し
て
い
た
ら

し
い
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
、
政
府
は
墾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

田
永
年
私
財
法
を
一
部
修
正
し
て
陸
奥
・
出
羽
に
適
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

辺
境
へ
の
田
地
支
配
が
こ
の
時
期
進
ん
だ
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
陸
奥
・
出
羽
の

地
域
に

と
っ
て
も
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
は
国
土
支
配
の
画
期
の
時
期
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
陸
奥
・
出
羽
両
国
を
「
北
方
藩
屏
」
と
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

置
づ
け
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
国
土
意
識
を
知
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
延
暦
十
六
年

（七
九

七
）
に
『
続
日
本
紀
』
が
撰
進
さ
れ
た
際
に
提
出
さ
れ
た
上
表
文
の
記
述
で
あ

る
。【史

料
一
七
】
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
年
二
月
己
巳
（
十
日
）
条

　
　
先
レ
是
、
重
勅
二
従
四
位
下
行
民
部
大
輔
兼
左
兵
衛
督
皇
太
子
学
士
菅
野
朝
臣
真

　
　
道
・
従
五
位
上
守
左
少
弁
兼
行
右
兵
衛
佐
丹
波
守
秋
篠
朝
臣
安
人
・
外
従
五
位

　
　
下
行
大
外
記
兼
常
陸
少
縁
中
科
宿
祢
巨
都
雄
等
・
、
撰
続
日
本
紀
一
。
至
レ
是
而

　
　
成
。
上
表
日
、
臣
聞
、
三
墳
五
典
、
上
代
之
風
存
焉
。
左
言
右
事
、
中
葉
之
跡

　
　
著
焉
。
自
レ
弦
蕨
後
、
世
有
史
官
一
。
善
錐
レ
小
而
必
書
。
悪
縦
微
而
元
レ
隠
。
成

　
　
能
徽
烈
絢
レ
細
、
垂
二
百
王
之
亀
鏡
。
柄
戒
昭
レ
簡
、
作
・
千
祀
之
指
南
一
。
伏
惟

　
　
天
皇
陛
下
、
徳
光
・
四
乳
一
、
道
契
二
八
眉
・
。
握
二
明
鏡
一
以
惣
方
機
・
、
懐
二
神
珠
一

　
　
以
臨
二
九
域
。
遂
使
下
仁
被
二
渤
海
之
北
一
、
額
種
帰
レ
心
、
威
振
二
日
河
之
東
一
、

　
　
毛
狭
屏
七
息
。
化
二
前
代
之
未
F
化
。
臣
二
往
帝
之
不
ジ
臣
。
自
レ
非
二
魏
々
盛
徳
一
。

　
　
執
能
与
二
於
此
一
也
。
既
而
負
二
戻
余
閑
’
、
留
神
国
典
一
。
髪
勅
二
真
道
等
・
、
詮
斗

　
　
次
其
事
、
奉
コ
揚
先
業
・
。
（
後
略
）

　

こ
こ
で
は
、
桓
武
天
皇
の
威
徳
が
「
渤
海
之
北
」
や
「
日
河
之
東
」
に
ま
で
及
ん

で
い

る
と
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
「
日
河
」
が
ど
こ
に
あ
た
る
か
だ
が
、
集

英
社
版

『訳
注

日
本
史
料
　
日
本
後
紀
』
の
補
注
で
は
、
こ
れ
を
「
白
河
」
の
誤
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

で

あ
る
と
し
、
こ
れ
を
「
白
河
の
東
」
と
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
で
は
「
渤
海
之
北
」

と
は
対
応
し
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
は
『
青
森
県
史
　
資
料
編
　
古
代
一
　
文
献
史
料
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が
い
う
よ
う
に
、
「
北
上
川
の
東
」
と
解
し
た
い
。
つ
ま
り
、
北
上
川
の
東
岸
が
国
土

の

外
側
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
の
時
期
、

坂
上

田
村
麻
呂
に
よ
っ
て
征
夷
が
進
め
ら
れ
、
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
に
は
陸

奥
国
に
胆
沢
城
が
造
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
上
表
文
は
こ
の
時
期
の
征
夷
の
状
況

を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
東
北
地
方
に
お
け
る
毘
沙
門
天
信
仰
で
あ

る
。
九
世
紀
以
降
、
鎮
守
府
胆
沢
城
で
は
吉
祥
天
悔
過
が
行
わ
れ
、
そ
の
本
尊
と
し

て

毘
沙

門
天
が
安
置
さ
れ
る
。
現
在
も
、
胆
沢
城
の
周
辺
に
は
「
毘
沙
門
堂
」
が
点

在
し
、
毘
沙
門
天
は
東
の
境
界
の
軍
神
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
毘
沙
門
の
化
身
で
あ
る
と
す
る
伝
承
が
あ
り

（
『公
卿
補
任
』
弘
仁
二
年
条
「
大
納
言
　
正
三
位
　
坂
上
田
村
麿
　
五
十
四
　
此
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

身
長
尺
八
寸
。
胸
厚
一
尺
二
寸
。
毘
沙
門
化
身
。
来
護
我
国
云
々
。
」
）
、
こ
う
し
た
伝

承
が
比
較
的
早
い
段
階
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
胆
沢
城
周
辺
の
蝦
夷
と
の
境
界
付
近
に

毘
沙

門
天
信
仰
が
広
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
陸
奥
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
信
仰
に
つ
い
て
は
、
窪
田
大
介
氏
の
研
究
が
注
目
さ

　
（
1
4
）

れ

る
。
窪
田
氏
は
、
文
献
史
料
の
分
析
か
ら
、
鎮
守
府
胆
沢
城
に
お
け
る
吉
祥
天
悔

過
の

目
的
が
、
諸
国
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
り
、
律
令
国
家
の
蝦
夷
支
配
政
策
の
一

環

を
な
す
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
に
は

吉
祥
天
悔
過
の
本
尊
と
し
て
毘
沙
門
天
も
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
岩
手
県
に
毘

沙
門
天
が
多
い
の
は
、
鎮
守
府
の
吉
祥
天
悔
過
を
通
じ
て
周
辺
の
蝦
夷
系
住
民
に
も

毘
沙

門
天
信
仰
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
蝦
夷
支
配
政
策
の
一
環
と
し
て
国
家
主
導
で
行
わ
れ
た
吉
祥
天
悔
過
を
契
機

と
し
て
、
そ
の
本
尊
で
あ
っ
た
毘
沙
門
天
が
鎮
守
府
の
周
辺
地
域
に
受
容
さ
れ
て

い

っ

た
と
み
て
い
る
。
毘
沙
門
天
信
仰
が
周
辺
の
蝦
夷
系
住
民
に
も
影
響
を
与
え
て
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い

た
と
い
う
点
に
、
毘
沙
門
天
信
仰
の
特
質
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
点
、
こ
れ
も
窪
田
氏
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
鎮
守
府
に
お
け
る
吉
祥
天

悔
過

が
、
外
敵
に
対
す
る
防
御
と
い
う
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
同
様
の
吉
祥
天
悔
過
が
大
宰
府
観
世
音
寺
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
（
『
延
喜

式
』
玄
蕃
寮
・
主
税
上
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
辺
境
に
お
け
る
境
界
認
識
を
示
す
仏

教

信
仰
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
り
、
陸
奥
国
内
で
は
、
そ
れ
が
毘
沙
門

天
信
仰
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
岩
手
県
の
北
上
川
流
域
に
平
安
時
代
の
毘
沙
門
天
像
が
多
い
こ
と
は

　
　
　
　
（
1
5
）

有
名
で
あ
る
。
鎮
守
府
胆
沢
城
周
辺
に
つ
い
て
み
る
と
、
花
巻
市
（
旧
東
和
町
）
の

成
島
毘
沙
門
堂
、
北
上
市
の
立
花
毘
沙
門
堂
、
奥
州
市
（
旧
江
刺
市
）
の
藤
里
毘
沙

門
堂
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
毘
沙
門
天
堂
は
い
ず
れ
も
北
上
川
の
東
岸

に

位
置
し
、
し
か
も
、
小
高
い
丘
陵
上
に
立
地
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
北

上

川
の
東
岸
を
境
界
と
す
る
意
識
は
桓
武
朝
に
端
を
発
し
、
そ
れ
が
、
胆
沢
城
周
辺

に

お
け
る
毘
沙
門
天
の
分
布
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
た

い
。③

延
暦
年
間
に
お
け
る
都
城
の
空
間
認
識

　
延
暦
年
間
は
、
国
土
の
境
界
の
み
な
ら
ず
、
都
の
空
間
認
識
に
も
画
期
を
も
た
ら

し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
長
岡
京
遷
都
や
平
安
京
遷
都
が
そ

の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
考
察
が
可

能
で
あ
ろ
う
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
銭
貨
流
通
の
変
化
と
い
う
点
か
ら
考
え

て

み

よ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

【史
料
一
八
】
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
九
月
二
十
三
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
禁
］
断
貯
銭
一
事

　
　
右
被
二
右
大
臣
官
二
侮
、
奉
レ
勅
、
用
銭
之
道
取
二
於
軽
便
一
、
有
無
均
レ
利
彼
此
得
レ

　

　
宜
者
也
、
如
レ
聞
、
外
国
吏
民
多
有
貯
蓄
、
京
畿
士
庶
還
乏
資
用
、
既
乖

　
　
均

利
之
義
’
、
亦
失
得
宜
之
方
、
宜
下
下
厳
制
不
レ
得
更
然
、
所
レ
有
之
銭

　
　
蓋
皆
納
レ
官
、
伍
用
一
正
税
准
レ
価
給
レ
之
、
送
レ
京
之
功
亦
用
正
税
、
如
有
蔵

　
　
而

不
レ
進
為
レ
他
被
レ
告
、
不
レ
論
蔭
蹟
科
違
勅
罪
、
五
i
分
其
物
’
、
一
分
給

　
　
告
者
、
四
分
没
レ
官
。
但
伊
賀
・
近
江
・
若
狭
・
丹
波
・
紀
伊
等
国
不
レ
在
禁

　
　
限
。

　
　
　
　
延
暦
十
七
年
九
月
二
十
三
日

【史
料
一
九
】
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
十
九
年
（
八
〇
〇
）
二
月
四
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
禁
日
断
民
蓄
．
銭
貨
．
以
求
中
爵
位
j
事

　
　
右
大
納
言
正
三
位
壼
志
濃
王
宣
、
奉
レ
勅
、
頃
年
納
レ
銭
例
叙
五
品
’
、
今
聞
、

　
　
股
富
之
民
多
貯
銭
貨
一
、
蔵
綴
万
計
或
至
二
腐
燗
’
、
是
以
官
府
信
レ
力
無
レ
畷
於

　
　
鋳
作
一
、
京
畿
乏
銭
未
レ
布
於
民
間
・
、
其
百
姓
納
レ
銭
以
求
爵
位
、
自
今
以
後
、

　
　
厳
加
二
禁
止
一
、
更
莫
レ
令
レ
然
。

　
　
　
　
延
暦
十
九
年
二
月
四
日

　
【
史
料
一
八
】
は
、
銭
を
蓄
え
る
こ
の
禁
止
を
述
べ
た
も
の
で
、
具
体
的
に
は
、
畿

外
か

ら
畿
内
へ
銭
貨
の
回
収
を
行
な
う
よ
う
命
じ
て
い
る
。
【
史
料
一
九
】
も
、
段
富

の
民
が
蓄
銭
に
よ
っ
て
叙
位
を
求
め
る
行
為
を
禁
止
し
て
お
り
、
同
様
の
意
図
の
も

と
に
出
さ
れ
た
政
策
と
み
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
地
方
有
勢
者
の
蓄
銭
に
よ
り
起
こ
る
事
態
を
、
前
者

で

は
「
京
畿
士
庶
還
乏
資
用
」
と
述
べ
、
後
者
で
は
「
京
畿
乏
銭
未
布
於
民
間
」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
京
・
畿
内
に
お
け
る
民
間
で
の
銭
貨
流
通
が
阻
害

さ
れ
る
と
と
ら
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
政
府
は
京
畿
に
お
け
る
銭
貨
流
通
を
維
持
し

て

い

く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
政
策
転
換
に
踏
み
き
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貞
観

九
年
に
も
同
様
の
官
符
が
出
さ
れ
て
お
り
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九
、
貞
観
九
年
五

月
十
日
官
符
）
、
畿
外
の
銭
貨
を
回
収
し
て
京
畿
に
流
通
さ
せ
る
方
針
が
そ
の
後
も
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

貫
し
て
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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つ

ま
り
は
銭
貨
が
こ
れ
以
降
、
都
城
や
そ
の
周
辺
の
経
済
を
維
持
し
て
い
く
た
め

の

都
市
貨
幣
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

仁
藤
敦
史
氏
が
述
べ
る
、
「
み
や
こ
と
い
な
か
の
両
貫
性
」
を
有
し
て
い
た
平
城
京
段

階
か
ら
、
都
城
に
対
す
る
求
心
力
が
確
実
に
強
ま
っ
た
初
期
平
安
京
段
階
へ
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
き
わ
め
て
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
平
安
遷
都
を
画
期
と
し
て
、

都
城
を
中
心
と
す
る
畿
内
・
畿
外
の
観
念
的
な
空
間
認
識
が
強
化
さ
れ
た
と
仁
藤
氏

は
指
摘
す
る
が
、
銭
貨
が
都
市
貨
幣
と
し
て
京
・
畿
内
に
収
敏
し
て
い
く
過
程
は
、

こ
う
し
た
空
間
認
識
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
都
市
空
間
の
形
成
は
、
景
観
と
い
う
点
か
ら
も
、
延
暦
期
に
そ
の
画
期
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
三
谷
芳
幸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
礼

的
秩
序
と
の
関
連
で
山
野
の
景
観
保
持
に
多
大
な
関
心
が
払
わ
れ
て
お
り
、
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

都
城
周
辺
の
山
野
に
は
そ
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
わ
か
る
。

【史
料
一
九
】
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
八
月
丙
戌
（
四
日
）
条

　
　
禁
レ
葬
⊃
埋
山
城
国
紀
伊
郡
深
草
山
西
面
一
。
縁
レ
近
二
京
城
一
也
。

【史
料
二
〇
】
『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
八
月
丙
辰
（
十
日
）
条

　
　
禁
ト
葬
コ
痙
京
下
諸
山
一
及
伐
中
樹
木
上
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
長
岡
京
か
ら
望
見
さ
れ
る
諸
山
に
お
い
て
埋
葬
な
い
し
伐

木
を
禁
じ
た
法
令
で
あ
る
。
平
安
遷
都
後
も
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
十
二
月
八

日
官
符
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
六
）
に
、
「
其
京
城
側
近
高
顕
山
野
、
常
令
二
衛
府
守
一
、

及
行
幸
経
過
願
望
山
岡
、
依
レ
旧
不
レ
改
、
莫
レ
令
－
研
損
一
」
と
あ
り
、
同
様
の
禁
制
が

出
さ
れ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
こ
の
時
期
の
伐
木
規
制
は
都
城
周
辺
に
と
ど
ま
ら
な
い
が
、
ま
ず
は
都

城
周
辺
が

そ
の
対
象
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
周
辺
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
史
料

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か

ら
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
、
礼
的
秩
序
の
観
点
か
ら
も
、
都

城
空
間
が
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以

上
、
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
国
土
意
識
を
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
検
討
し
た
。

憶
測
に
わ
た
る
部
分
も
多
い
が
、
九
世
紀
以
降
、
列
島
の
国
土
意
識
が
大
き
く
変
質

す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
端
緒
と
し
て
光
仁
・
桓
武
朝
期

を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
本
論
で
は
全
く
ふ
れ
る
こ
と
が

で

き
な
か
っ
た
が
、
桓
武
朝
の
対
外
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
『
三
国
遺
事
』
巻
二
元
聖

大
王

に
は
、
「
貞
元
二
年
（
七
八
六
・
延
暦
五
）
丙
寅
十
月
十
一
日
、
日
本
王
文
慶
〔
按

日
本
帝
紀
。
第
五
十
五
主
文
徳
王
疑
是
也
。
余
無
文
慶
、
或
本
云
是
王
太
子
〕
。
挙
兵

欲
伐
新
羅
。
聞
新
羅
有
萬
波
息
笛
退
兵
。
以
金
五
十
両
遣
使
請
其
笛
。
王
謂
使
日
、

朕
聞
上
世
真
平
王
代
有
之
耳
。
今
不
知
所
在
」
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
、
新
羅
側
に

は
、
桓
武
朝
に
あ
た
る
時
期
に
日
本
が
新
羅
と
の
戦
争
を
計
画
し
て
い
た
情
報
が
伝

わ
っ
て
い
た
と
読
み
と
れ
る
。
桓
武
天
皇
が
百
済
系
氏
族
の
高
野
新
笠
を
母
と
し
、

百
済
救
援
を
行
っ
た
天
智
天
皇
の
王
統
を
継
承
し
て
い
る
点
や
、
こ
の
時
期
に
蝦
夷

と
の
戦
争
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
時
の
新
羅
に
こ
う
し
た
情
報
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
本
稿
で
述
べ
た
宝

亀
年
間
の
対
新
羅
関
係
の
悪
化
の
延
長
上
に
、
桓
武
朝
の
対
外
政
策
も
位
置
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
ま
た
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
境
界
地
域
に
お
け
る
信
仰
の
問
題
も
今
後
の
課
題
で

あ
る
。
す
で
に
保
立
道
久
氏
は
毘
沙
門
天
と
黄
金
伝
説
、
さ
ら
に
は
平
安
時
代
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
辺
境
の
毘
沙
門
天
信
仰
が
ど

う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
毘
沙
門
天
信
仰
の
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

よ
ら
な
い
、
境
界
地
域
に
お
け
る
多
様
な
信
仰
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
も
は
や
本
稿
の
課
題
の
範
囲
を
超
え
る
。
す
べ
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。
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註（
1
）
　
三
上
喜
孝
「
古
代
の
辺
要
国
と
四
天
王
法
」
『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・
人
類
学
論
集
』
五
、

　
　
二
〇
〇
四
年
、
同
「
「
古
代
の
辺
要
国
と
四
天
王
法
」
に
つ
い
て
の
補
論
」
『
山
形
大
学
歴
史
・

　
　
地
理
・
人
類
学
論
集
』
六
、
二
〇
〇
五
年
。

（
2
）
　
○
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
五
月
廿
六
日
条

　
　
造
二
八
幅
四
天
王
像
五
鋪
一
、
各
一
鋪
下
二
伯
書
・
出
雲
・
石
見
・
隠
岐
・
長
門
等
国
一
。
下
コ
知

　
　
国
司
一
日
。
彼
国
地
在
二
西
極
一
。
堺
近
二
新
羅
一
。
警
備
之
謀
、
当
レ
異
二
他
国
一
。
宜
下
帰
コ
命
尊

　
　
像
・
、
勤
誠
修
レ
法
、
調
⊃
伏
賊
心
一
、
消
制
却
災
変
上
。
伍
須
レ
点
W
択
地
勢
高
倣
瞼
コ
鰍
賊
境
一
之

　

道
場
上
。
若
素
元
二
道
場
…
、
新
択
二
善
地
’
、
建
」
立
仁
祠
一
、
安
⊃
置
尊
像
一
。
請
二
国
分
寺
及
部

　

内
練
行
精
進
僧
四
口
一
、
各
当
下
像
前
依
二
最
勝
王
経
四
天
王
護
国
品
一
、
昼
転
二
経
巻
一
、
夜
諦
二

　
　
神
兇
’
。
春
秋
二
時
別
一
七
日
。
清
浄
堅
固
。
依
レ
法
薫
修
上
。

　
　

○
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
六
月
廿
三
日
条

　
　
勅
、
令
下
因
幡
・
伯
香
・
出
雲
・
隠
岐
・
長
門
等
国
、
調
コ
習
人
兵
一
、
修
⊃
繕
器
械
一
、
戒
⇒
慎
斥

　
　
候
・
、
固
コ
護
要
害
一
。
災
コ
消
異
伏
一
、
理
帰
中
仏
神
上
。
亦
須
下
境
内
群
神
班
レ
幣
、
於
・
四
天
王

　
　
像
僧
前
一
修
中
調
伏
法
上
。
以
二
著
亀
告
一
可
レ
有
二
辺
警
’
也
。

（
3
）
　
山
内
晋
次
「
朝
鮮
半
島
漂
流
民
の
送
還
を
め
ぐ
っ
て
」
『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』
吉

　
　
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

（
4
）
　
田
中
史
生
「
「
帰
化
」
と
「
流
来
」
と
「
商
買
之
輩
」
」
『
日
本
古
代
国
家
の
民
族
支
配
と
渡
来

　
　
人
』
校
倉
書
房
、
　
一
九
九
七
年
。

（
5
）
　
村
井
章
介
「
王
土
王
民
思
想
と
九
世
紀
の
転
換
」
『
思
想
』
八
四
七
、
一
九
九
五
年
。

（
6
）
　
三
谷
芳
幸
「
律
令
国
家
の
山
野
支
配
と
王
土
思
想
」
笹
山
晴
生
編
『
日
本
律
令
制
の
構
造
』

　
　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
。

（
7
）
　
河
音
能
平
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」
『
中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
八
四
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
。
村
井
註
（
5
）
論
文
。

（
8
）
　
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
境
界
観
念
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
考
と
し
て
は
、
小
口
雅
史

　
　
「
日
本
古
代
・
中
世
に
お
け
る
境
界
観
念
の
変
遷
を
め
ぐ
る
覚
書
　
ー
古
典
籍
・
古
文
書
に
見
え

　
　
る
「
北
」
と
「
東
」
ー
」
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。

（
9
）
　
吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
四
三
〇
頁

（
1
0
）
　
熊
田
亮
介
「
古
代
に
お
け
る
「
北
方
」
に
つ
い
て
」
『
古
代
国
家
と
東
北
』
吉
川
弘
文
館
、
二

　
　
〇
〇
三
年
、
初
出
は
一
九
八
九
年
。

（
1
1
）
　
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
訳
注
日
本
史
料
　
日
本
後
紀
』
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年

（
1
2
）
　
『
青
森
県
史
　
資
料
編
　
古
代
一
　
文
献
史
料
』
青
森
県
、
二
〇
〇
一
年

（
1
3
）
　
保
立
道
久
「
平
安
時
代
の
国
際
意
識
」
『
歴
史
学
を
み
つ
め
直
す
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年

　
　
に
再
録
。
初
出
は
一
九
九
七
年
。

（
1
4
）
　
窪
田
大
介
「
鎮
守
府
の
吉
祥
天
悔
過
と
岩
手
の
毘
沙
門
天
像
」
『
歴
史
に
お
け
る
史
料
の
発

　

見
』
平
田
取
二
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
、
一
九
九
七
年
。

（
1
5
）
　
東
北
地
方
の
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
は
、
大
矢
邦
宣
「
東
北
地
方
の
毘
沙
門
天
像
」
『
坂
上
田

　

村
麻
呂
展
』
胆
江
日
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
な
ど
を
参
照
。

（
1
6
）
　
三
上
喜
孝
「
平
安
時
代
の
銭
貨
流
通
」
『
日
本
古
代
の
貨
幣
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
　
五
年
に
再
録
。
初
出
は
一
九
九
六
年
。

（
1
7
）
　
仁
藤
敦
史
「
初
期
平
安
京
の
史
的
意
義
」
「
古
代
王
権
と
都
城
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年

　
　
に
再
録
。
初
出
は
一
九
九
四
年
。

（
1
8
）
　
三
谷
註
（
6
）
論
文
。

（
1
9
）
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月
丁
巳
条
に
「
勅
、
大
和
国
畝
火
・
香
山
・

　
　
耳
梨
等
山
、
百
姓
任
意
伐
損
。
国
吏
寛
容
、
不
加
禁
制
。
自
今
以
後
、
莫
令
更
然
」
と
あ
り
、

　
　
大
和
三
山
で
の
伐
木
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

（2
0
）
　
保
立
註
（
1
3
）
論
文
。

（
2
1
）
　
保
立
註
（
1
3
）
論
文
。
同
『
黄
金
国
家
』
青
木
書
店
、

（
2
2
）
　
た
と
え
ば
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
四
天
王
信
仰
や
毘
沙
門
天
信
仰
の
ほ
か
に
、
観
音
信
仰
が

　
　
あ
げ
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
大
宰
府
に
は
付
属
寺
院
の
観
世
音
寺
が
あ
る
。
ま
た
陸
奥
国
多

　
　
賀
城
の
付
属
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
多
賀
城
廃
寺
も
、
観
世
音
寺
式
の
伽
藍
配
置
を
と

　
　
り
、
か
つ
付
近
の
山
王
遺
跡
か
ら
「
観
音
寺
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か

　
　
ら
、
多
賀
城
廃
寺
も
ま
た
「
観
音
寺
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
平
川
南
「
墨

　
　
書
土
器
「
観
音
寺
」
ー
多
賀
城
市
山
王
遺
跡
－
」
『
墨
書
土
器
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
　
〇
年
）
。
北
と
南
の
辺
要
国
に
は
、
い
ず
れ
も
観
世
音
寺
（
観
音
寺
）
が
造
立
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
二
年
九
月
己
亥
条
に
よ
れ
ば
、
「
勅
四
畿
内
七
道
諸
国
日
、
比
来
縁
筑

　
　
紫
境
有
不
軌
之
臣
、
命
軍
討
伐
。
願
依
聖
祐
、
欲
安
百
姓
。
故
今
国
別
造
観
世
音
菩
薩
像
壱
躯
、

　
　
高
七
尺
、
井
写
観
世
音
経
一
十
巻
」
と
あ
り
、
藤
原
広
嗣
の
乱
の
際
に
、
観
世
音
菩
薩
の
造
立

　
　
や
観
世
音
経
の
書
写
を
全
国
に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
観
世
音
に
「
不
可
思
議
、
威
神
之
力
」

　
　
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
戊
午
条
、
同
神
護
景
雲
三

　
　
年
五
月
丙
申
条
）
、
筑
紫
観
世
音
寺
や
多
賀
城
廃
寺
も
そ
う
し
た
観
念
を
背
景
に
造
立
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
じ
辺
境
の
出
羽
国
に
も
観
音
寺
が
置
か
れ
て
い
た
（
『
日
本
三
代
実

　
　
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
五
月
八
日
条
「
以
出
羽
国
観
音
寺
預
之
定
額
」
）
こ
と
は
興
味
深
い
、

　
　
（
山
形
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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Consciousness　of　National　Territory　dllrillg　the　Konin　and　Kammu　Eras

MIKAMI　Yoshitaka

　　　The　aim　of　this　paper　is　to　discuss　the　change　in　consci皿sness　concerning　national　territory　during　the　Konin　and

Kammu　eras　from　the　perspective　of　collaborative　research　on　the　transitional　period　of　the　Ritsuryo　state　that　took

place　from　the　end　of　the　8th　century　through　the　early　9th　century．　For　the　purposes　of　this　paper“consciousness　of

national　territory”encompasses　a　general　awareness　of　the　land　ofJapan　and　is　defined　as　consciousness　of　national　bor－

ders　and　space，　principles　governing　control　of　the　mountains，　plains　and　agricultural　land，　and　the　concept　of　imperial

land．　Although　consciousness　of　national　territory　did　not　appear　in　only　one　particular　period，　it　is　meaningful　to　exam－

ine　the　Konin　and　Kammu　eras　as　a　time　during　which　a　change　occurred　in　consciousness　of　national　territory　in　an－

cient　Japan．

　　　One　source　from　which　to　study　the　change　in　consciousness　during　the　9th　century　is　the“Shitenno－ho”（Doctrine

of　the　Four　Heavenly　Kings）which　spread　widely　among　the　provinces　bordering　the　Japan　Sea　coast．　One　clue　to　this

is　the　Shitennoji　temple　built　in　774　in　Dazaifu　fOr　the　purpose　of　exorcizing　Sillan　curses．　At　this　time（the　Hoki　era）

relations　between　Japan　and　Silla　were　tense．　Extreme　measures　were　taken　to　return　people　arriving　from　Silla　who

were　migrating　to　Japan　back　to　their　homeland　and　guards　were　ordered　to　the　Sanin－do，　Hokuriku－do　and　other　routes

in　provinces　facing　the　Japan　Sea．　The　emergence　during　this　period　of　the　concept　that　pestilence　was　brought　to　Ja－

pa㎡s　national　territory　from　outside　is　thought　to　have　been　a　significant　factor　in　the　building　of　Shitenno　ji　temples．

　　　The　fOllowing　Enryaku　era　was　influenced　by　growing　support　fbr　Emperor　Kammu’s　concept　of　imperial　land，

which　made　it　a　landmark　period　with　regard　to　control　of　the　mountains　and　plains．　In　addition，　the　concept　of　national

territory　strengthened　in　the　borderland　regions　of　the　Tohoku　as　well，　and　the　Ritsuryo　state　began　interfenng　in　trade

that　was　taking　place　with　Ezo　and　in　developing　agricultural　land　in　the　borderlands．　However，　such　activity　was　not

restricted　to　the　borderlands，　as　in　the　walled　cities　too，　as　illustrated　by　the　distdbution　of　coins，　a　perception　was

emerging　that　viewed　these　cities　as“closed　spaces．”Consequently，　the　Konin　and　Kammu　eras　saw　the　birth　of　a　con－

sciousness　of　national　territory　that　grew　from　the　9th　century　onwards．
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